
令和元年１０月１日施行

９：００～ １３：００～ １８：００～ ９：００～ １３：００～ ９：００～
　１２：００ 　１７：００ 　２１：００ 　１７：００ 　２１：００ 　２１：００

入場料等を
徴収しない １，９８０ ３，３００ ４，１８０ ５，２８０ ７，４８０ ９，４６０
場合
入場料等を
徴収する ２，９７０ ４，９５０ ６，２７０ ７，９２０ １１，２２０ １４，１９０
場合
入場料等を
徴収しない ３，９６０ ６，６００ ８，２５０ １０，５６０ １４，８５０ １８，８１０

本市住民で場合
ない場合 入場料等を

徴収する ４，９５０ ８，２５０ １０，４５０ １３，２００ １８，７００ ２３，６５０
場合

１，１００ １，１００ １，１００ ２，２００ ２，２００ ３，３００

７７０ ７７０ ７７０ １，５４０ １，５４０ ２，３１０

２，８６０ ２，８６０ ２，８６０ ５，７２０ ５，７２０ ８，５８０

４４０ ４４０ ４４０ ８８０ ８８０ １，３２０

３３０ ６６０ ８８０ ９９０ １，５４０ １，８７０

５５０ ８８０ １，１００ １，４３０ １，９８０ ２，５３０

１，２１０ １，５４０ １，８７０ ２，２００ ２，８６０ ３，１９０

※倉敷公民館ではプロジェクターの貸出は行っておりません。

１　冷房（６／１～９／３０）・暖房（１２／１～３／３１）の使用

２　冷暖房の使用時間の計算については，30分未満は切り捨て，30分以上は１時間として取り

　扱うものとする。

※　市後援による減免５０％の場合の端数は切捨てない。

第２会議室（７０）
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倉 敷 公 民 館 使 用 料 金 表

金額　　　　　　　　　　　　（単位：円）

拡声装置

照明装置

グランドピアノ

ガス

本市住民

　　(１)　大ホール　　　　：　１時間につき　１，３２０円

　　(２)　大ホール以外　：　１時間につき　　　１６５円

第４会議室（５０）
展示室

調理実習室（３６）

第１会議室（３０）
第３会議室（２５）

和室（３０）

付
属
設
備


